
2018年 11月号 財務諸表論 つぶ問 

 

４問目 

【問題】 

「研究開発費等に係る会計基準」に関する，以下の各問に答えなさい。 

 

（問 1）研究開発費が発生時にすべて費用として処理される根拠について説明しなさい。

（250字程度） 

（問 2）市場販売目的のソフトウェアの製品マスターの制作費の会計処理について簡単に

説明しなさい。（250字程度） 

（問 3）製品マスターの制作費が，無形固定資産として計上される根拠を説明しなさい。

（200字程度） 

 

 

 

【解答】 

（問 1）研究開発に関する情報の企業間の比較可能性の観点からは，費用処理または資産

計上を任意とするような処理は適当でない。他方で，研究開発費はその発生時において将

来の収益が獲得できるか否かが不明であり，研究開発計画が進行しその期待が高まったと

しても，依然として確実とはいえない。仮に一定の要件を満たしたものについて資産計上

を要求しても，実務上客観的に判断可能な要件を定めることは困難である。したがって，

研究開発費は発生時に全額を費用として処理することとされている。（227字） 

 

（問 2）市場販売目的のソフトウェアの製品マスター制作費の処理について，まず研究開

発に該当する部分，すなわち最初に製品化された製品マスターの完成までに要した費用は，

研究開発費として処理される。次に研究開発終了後に費やされた制作費については，製品

マスターの機能の改良・強化のための費用については無形固定資産のソフトウェアとして

処理され，機能維持のための費用は発生時の費用として処理される。ただし，著しい改良・

強化に要した制作費については，研究開発費に該当することとなる。（229字） 

 

（問 3）研究開発終了後の製品マスター制作費のうち，著しくない機能の改良・強化に要

した費用が無形固定資産として計上されることとなるが，これは次の 4 つの理由による。

第一に，製品マスターはそれ自体が販売の対象物ではない。第二に，製品マスターは機械

装置等と同様にこれを利用して製品が作成される。第三に，製品マスターは法的権利を有

している。そして第四に，適正な原価計算により取得原価を明確化できる。（190字） 

 



 

【解説】 

 ソフトウェアおよび研究開発費からの出題です。 

 

（問 1）解答の通りです。問題としては，2019年 1月号で扱う繰延資産の計上根拠と対比

する形問われることが多いですので，繰延資産を学習した際に改めて本問を確認するよう

にしましょう。 

 

（問 2）市場販売目的の製品マスターの制作費については，まず研究開発費に該当する部

分とそうでない部分とに区別してから論じわける必要があります。前者については，最初に

製品化された製品マスターの完成までという時点をしっかりと押さえておきましょう（これ

は，開発の狩猟＝研究成果の具体化の終了＝販売の意思が明確化された時点，というロジ

ックによります）。研究開発費に該当しない部分であっても，機能の改良・強化が著しけれ

ば，それに要した費用は研究開発費に該当しますので，この点は注意しておきましょう。 

 

（問 3）市場販売目的の製品マスターの制作費のうち資産計上される部分について，無形

固定資産として計上される根拠を問うた問題です。各根拠についてはその意味も理解して

おくことがポイントですので，本誌の方で確認しておきましょう！  

 

 


